
 

障 発 0 3 3 1 第 1 9 号  

平成２７年３月３１日  

  都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（公印省略） 

 

 

「介護給付費等の支給決定等について」の一部改正等について 

 

 

 障害保健福祉行政の推進につきまして、平素より格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 今般、「介護給付費等の支給決定等について」（平成 19年 3月 23日障発第 0323002号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）を別紙１のとおり改正し、平成 27年４月１日から

適用するとともに、「「介護給付費等の支給決定等について」の一部改正について」（平成

27年 2月 20日障発第 0220第号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）において

一部誤りがあったことから別紙２のとおり訂正しますので、御了知の上、貴管内市町村等

に対し、その周知徹底を図っていただく等、特段のご配慮をお願いします。 
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（別紙１） 

新 旧 対 照 表 

 

○「介護給付費等の支給決定等について」（平成 19年３月 23日障発第 0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）（抄） 

改正後 現 行 

 

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

介護給付費等の支給決定等について 

 

標記については、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。平成 25 年４月か

ら障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」とい

う。）及びこれに基づく関係法令等によって規定しているところであるが、この実

施に伴う取扱いを下記のとおり定め、平成 18 年 10 月１日より適用することとした

ので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運

用に遺憾のないようにされたい。 

また、平成 15 年３月 28 日付け障発第 0328020 号当職通知「支援費支給決定につ

いて」、平成 15年 6月 6日付け障発第 0606001 号当職通知「児童デイサービスに係

る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童について」及び平成 15 年 6月 6日付け

障発第 0606002 号当職通知「児童福祉法第 21 条の 25 第 1 項に規定するやむを得な

い事由による措置により児童デイサービスを提供する場合の留意事項について」は

平成 18年９月 30日限り廃止する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

介護給付費等の支給決定等について 

 

標記については、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。平成 25 年４月か

ら障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」とい

う。）及びこれに基づく関係法令等によって規定しているところであるが、この実

施に伴う取扱いを下記のとおり定め、平成 18 年 10 月１日より適用することとした

ので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運

用に遺憾のないようにされたい。 

また、平成 15 年３月 28 日付け障発第 0328020 号当職通知「支援費支給決定につ

いて」、平成 15年 6月 6日付け障発第 0606001 号当職通知「児童デイサービスに係

る居宅生活支援費の支給等の対象となる児童について」及び平成 15年 6 月 6日付け

障発第 0606002 号当職通知「児童福祉法第 21 条の 25 第 1 項に規定するやむを得な

い事由による措置により児童デイサービスを提供する場合の留意事項について」は

平成 18年９月 30日限り廃止する。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言であることを申し添える。 

 

記 
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第一～第三 （略） 

第四 支給決定及び地域相談支援給付決定の際勘案すべき事項その他の基本事項 

 １・２ （略） 

 ３ サービス等利用計画案の提出 

   市町村は、障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しく

は障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者に対し、指定特定相談

支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める。ただし、当該申

請者が、介護保険制度のサービスを利用する場合については、居宅サービス計

画又は介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成対象者となるため、障害福

祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する場合であって、市町村がサー

ビス等利用計画案の作成が必要と認める場合に求めるものとする。 

   市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、指定特定相

談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出する。 

   なお、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、身近

な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は指定特定相談支援事業者以外

の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合には、指定特定相

談支援事業者が作成する計画案に代えて当該事業者以外の者が作成するサービ

ス等利用計画案を提出できる。 

   市町村は、これらのサービス等利用計画案の提出があった場合には、勘案事

項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給決定又は地域相談支援給付決

定を行う。 

    

 

第一～第三 （略） 

第四 支給決定及び地域相談支援給付決定の際勘案すべき事項その他の基本事項 

 １・２ （略） 

 ３ サービス等利用計画案の提出 

   市町村は、障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しく

は障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者に対し、指定特定相談

支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める。ただし、当該申

請者が、介護保険制度のサービスを利用する場合については、居宅サービス計

画又は介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成対象者となるため、障害福

祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する場合であって、市町村がサー

ビス等利用計画案の作成が必要と認める場合に求めるものとする。 

   市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、指定特定相

談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出する。 

   なお、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、身近

な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は指定特定相談支援事業者以外

の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合には、指定特定相

談支援事業者が作成する計画案に代えて当該事業者以外の者が作成するサービ

ス等利用計画案を提出できる。 

   市町村は、これらのサービス等利用計画案の提出があった場合には、勘案事

項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給決定又は地域相談支援給付決

定を行う。 

   なお、サービス等利用計画については、相談支援の提供体制を考慮する観点

から、平成 24 年度から段階的に対象を拡大し、平成 27 年３月末までに原則と
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 ４ 同時に支給決定又は地域相談支援給付決定ができるサービスの組合せ 

  ⑴ 併給調整関係 

①・② （略） 

   ③ 共同生活援助を行う住居に入居する者（体験的な利用を行う者を含む。）

は、入居中は、居宅介護及び重度訪問介護を利用することはできない（指

定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２第１項及び第２項の適用を受け

る入居者を除く。）。 

 

 指定障害福祉サ

ービス基準附則

第 18 条の２第

１項の適用を受

ける入居者 

指定障害福祉サ

ービス基準附則

第 18 条の２第

２項の適用を受

ける入居者 

居宅介護 ○ ○(居宅における

身体介護が中心

である場合のみ) 

重 度 訪 問

介護 

○ × 

ただし、入居者が一時帰宅する場合においては、通常、受け入れ体制が

確保されていることが想定されるが、市町村が特に必要と認める場合にお

いては、共同生活援助を行う住居の利用に係る報酬が全く算定されない期

間中に限り、居宅介護又は重度訪問介護について支給決定を行うことは可

能である（障害支援区分等が利用要件に該当している場合に限る。また、

指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２第１項及び第２項の適用を受

ける入居者で居宅介護又は重度訪問介護の支給決定を受けている者は、居

してすべての障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する障害者等を対象と

する取扱いとすることとしている。 

 ４ 同時に支給決定又は地域相談支援給付決定ができるサービスの組み合わせ 

  ⑴ 併給調整関係 

①・② （略） 

   ③ 共同生活援助を行う住居に入居する者（体験的な利用を行う者を含む。）

は、入居中は、居宅介護及び重度訪問介護を利用することはできない（指

定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２第１項及び第２項の適用を受け

る入居者、経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の入居者を除

く。）。 

 指定障害福祉サ

ービス基準附則

第 18 条の２第

１項の適用を受

ける入居者 

指定障害福祉サ

ービス基準附則

第 18 条の２第

２項の適用を受

ける入居者 

経過的居宅介護

利用型指定共同

生活援助事業所

の入居者 

居宅介護 ○ ○(居宅における

身体介護が中心

である場合のみ) 

○ 

 

重 度 訪 問

介護 

○ × ○ 

 

ただし、入居者が一時帰宅する場合においては、通常、受け入れ体制が

確保されていることが想定されるが、市町村が特に必要と認める場合にお

いては、共同生活援助を行う住居の利用に係る報酬が全く算定されない期

間中に限り、居宅介護又は重度訪問介護について支給決定を行うことは可

能である（障害支援区分等が利用要件に該当している場合に限る。また、

指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の２第１項及び第２項の適用を受

ける入居者及び経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の入居者で
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宅介護又は重度訪問介護について改めての支給決定は不要である。）。 

なお、共同生活援助を行う住居の入居者が慢性疾患等の障害者であって、

医師の指示により、定期的に通院を必要とする者である場合に限り、居宅

介護における通院等介助や通院等乗降介助を利用することができる。 

そのほか、共同生活援助を行う住居の入居者が既に別途日中活動サービ

スに係る支給決定を受けている場合は、改めて支給決定を受けることなく、

一時帰宅中に利用することは可能である。 

 

  ⑵ サービス等利用計画の導入と障害福祉サービスの利用の組合せについて 

 

①・② （略） 

   ③ 組合せを認める手続 

     市町村は、本人の意向を踏まえ、以下の判断の視点及び手続を踏まえて

判断するものとする。なお、支給決定の更新の際も同様とする。 

    ア （略） 

    イ 手続 

     (ｱ) （略） 

     (ｲ) 個別の利用者に関する手続 

       市町村は、支給決定に当たっては、指定特定相談支援事業者が上記

の判断の視点等を踏まえて当該組合せが適当であるか否かを検討して

作成したサービス等利用計画案を勘案して、当該組合せが適当である

と認める場合に支給決定を行う。 

       市町村は、当該支給決定に当たって、必要に応じて市町村審査会に

諮ることが望ましい。 

       なお、支給決定後において、指定特定相談支援事業者は、市町村に

おいて利用者の心身の状況等を勘案して柔軟かつ適切に設定した期間

居宅介護又は重度訪問介護の支給決定を受けている者は、居宅介護又は重

度訪問介護について改めての支給決定は不要である。）。 

なお、共同生活援助を行う住居の入居者が慢性疾患等の障害者であって、

医師の指示により、定期的に通院を必要とする者である場合に限り、居宅

介護における通院等介助や通院等乗降介助を利用することができる。 

そのほか、共同生活援助を行う住居の入居者が既に別途日中活動サービ

スに係る支給決定を受けている場合は、改めて支給決定を受けることなく、

一時帰宅中に利用することは可能である。 

  ⑵ サービス等利用計画の導入と障害福祉サービスの利用の組み合わせについ

て 

①・② （略） 

   ③ 組み合わせを認める手続 

     市町村は、本人の意向を踏まえ、以下の判断の視点及び手続を踏まえて

判断するものとする。なお、支給決定の更新の際も同様とする。 

    ア （略） 

    イ 手続 

     (ｱ) （略） 

     (ｲ) 個別の利用者に関する手続 

       市町村は、支給決定に当たっては、指定特定相談支援事業者が上記

の判断の視点等を踏まえて当該組み合わせが適当であるか否かを検討

して作成したサービス等利用計画案を勘案して、当該組み合わせが適

当であると認める場合に支給決定を行う。 

       市町村は、当該支給決定に当たって、必要に応じて市町村審査会に

諮ることが望ましい。 

       なお、支給決定後において、指定特定相談支援事業者が、少なくと

も年１回は、継続サービス利用支援（モニタリング）を実施し、組み
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（ただし、少なくとも年１回）ごとに、継続サービス利用支援（モニ

タリング）を実施し、組合せが適当であるか否かについて検討を行い、

見直しが必要な場合にはサービスの組合せの変更等に係る申請を利用

者に勧奨するものとする。 

    ウ （略） 

第五 （略） 

第六 支給決定又は地域相談支援給付決定時に定める事項 

 １ （略） 

 ２ 支給決定又は地域相談支援給付決定に併せて決定等する事項 

  ⑴ 障害福祉サービス受給者証等への記載 

    市町村は、支給決定に際し、当該障害福祉サービスに係る報酬の算定上あ

らかじめ市町村において決定、確認等が必要な事項、利用者負担上限月額そ

の他必要な事項について、併せて決定等を行い、障害福祉サービス受給者証

に記載すること。市町村は、地域相談支援給付決定に際し、地域相談支援に

係る報酬の算定上あらかじめ市町村において決定が必要な事項その他必要な

事項について、併せて決定等を行い、地域相談支援受給者証に記載すること。 

    なお、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証については、

規則第 14条及び第 34 条の 41 において記載事項を規定しているが、様式につ

いては、市町村がある程度柔軟に対応できるよう規則に規定しなかったもの

である。したがって、市町村において適切な様式を作成し、交付することと

して差し支えないが、必要な内容が適切に記載されるとともに、支給決定障

害者等から提示を受ける指定障害福祉サービス事業者等が容易に記載内容を

確認できるようにする観点から、別に提示する様式例を参考とされたい。 

  ⑵ 継続サービス利用支援（モニタリング）の期間 

合わせが適当であるか否かについて検討を行い、見直しが必要な場合

にはサービスの組み合わせの変更等に係る申請を利用者に勧奨するも

のとする。 

 

    ウ （略） 

第五 （略） 

第六 支給決定又は地域相談支援給付決定時に定める事項 

 １ （略） 

 ２ 支給決定又は地域相談支援給付決定に併せて決定等する事項 

 

   市町村は、支給決定に際し、当該障害福祉サービスに係る報酬の算定上あら

かじめ市町村において決定、確認等が必要な事項、利用者負担上限月額その他

必要な事項について、併せて決定等を行い、障害福祉サービス受給者証に記載

すること。市町村は、地域相談支援給付決定に際し、地域相談支援に係る報酬

の算定上あらかじめ市町村において決定が必要な事項その他必要な事項につい

て、併せて決定等を行い、地域相談支援受給者証に記載すること。 

   なお、障害福祉サービス受給者証及び地域相談支援受給者証については、規

則第 14条及び第 34条の 41 において記載事項を規定しているが、様式について

は、市町村がある程度柔軟に対応できるよう規則に規定しなかったものである。

したがって、市町村において適切な様式を作成し、交付することとして差し支

えないが、必要な内容が適切に記載されるとともに、支給決定障害者等から提

示を受ける指定障害福祉サービス事業者等が容易に記載内容を確認できるよう

にする観点から、別に提示する様式例を参考とされたい。 
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    指定特定相談支援事業者は支給決定障害者が障害福祉サービス又は地域相

談支援を利用するに当たってサービス等利用計画が適切であるかにつき、障

害福祉サービス又は地域相談支援の利用状況を検証することとされている。 

    継続サービス利用支援（モニタリング）の期間については、規則第６条の 1

6 において標準期間が示されており、市町村が当該期間及び利用者の心身の状

況等を勘案しながら設定することとしている。 

    市町村においては、利用している障害福祉サービス又は地域相談支援の種

類のみをもって、モニタリングの実施期間として一律に設定することのない

よう相談支援専門員の提案を踏まえつつ利用者ごとに柔軟かつ適切な期間を

設定するようにすること。 

第七 （略） 

第八 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新 

１ （略） 

２ 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に係る利用期間の取扱い 

⑴ 訓練等給付費等に係る障害福祉サービス等 

①～③ （略） 

④ 就労継続支援 

就労継続支援事業の対象者は、Ａ型及びＢ型ともに「通常の事業所に雇用

されることが困難な障害者」とされていることから、支給決定の更新の段階

で、協議会や障害者雇用支援合同会議等において、それまでの利用実績、サ

ービス管理責任者による評価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能

性を検討し、更新の要否を判断する。 

 

 

 

 

⑤・⑥ （略） 

⑵ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七 （略） 

第八 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新 

１ （略） 

２ 支給決定又は地域相談支援給付決定の更新に係る利用期間の取扱い 

⑴ 訓練等給付費等に係る障害福祉サービス等 

  ①～③ （略） 

④ 就労継続支援 

就労継続支援事業の対象者は、Ａ型及びＢ型ともに「通常の事業所に雇用

されることが困難な障害者」とされていることから、支給決定の更新の段階

で、協議会や障害者雇用支援合同会議等において、それまでの利用実績、サ

ービス管理責任者による評価等を踏まえ、一般就労や他の事業の利用の可能

性を検討し、更新の要否を判断する。 

ただし、平成 25 年４月以降に、就労系障害福祉サービスの利用に係るアセ

スメントを経ることなく、就労継続支援Ｂ型事業の利用を開始した者につい

ては、当該支給決定更新時において、就労移行支援事業者によるアセスメン

トを受けることとする。  

⑤・⑥ （略） 

⑵ （略） 
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（別紙２） 

新 旧 対 照 表 

 

○「「介護給付費等の支給決定等について」の一部改正について」（平成 27年 2月 20日障発第 0220第 9号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

通知）（抄） 

 

訂正後 訂正前 

第一～第三（略） 

第四 支給決定及び地域相談支援給付決定の際勘案すべき事項その他の基本事

項 

１・２（略） 

３ サービス等利用計画案の提出 

市町村は、障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しく

は障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者に対し、指定特定相談

支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める。ただし、当該申

請者が、介護保険制度のサービスを利用する場合については、居宅サービス計

画又は介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成対象者となるため、障害福

祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する場合であって、市町村がサー

ビス等利用計画案の作成が必要と認める場合に求めるものとする。 

市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、指定特定相

談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出する。 

なお、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、身近

な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は指定特定相談支援事業者以

外の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合には、指定特定

相談支援事業者が作成する計画案に代えて当該事業者以外の者が作成するサ

ービス等利用計画案を提出できる。ただし、地域移行支援型ホーム（従前の地

域移行型ホームを含む。以下同じ。）における指定共同生活援助等の申請者に

係るサービス等利用計画案については、指定特定相談支援事業者（当該地域移

行支援型ホームと同一敷地内にある病院の開設者、管理者その他の関係者と特

第一～第三（略） 

第四 支給決定及び地域相談支援給付決定の際勘案すべき事項その他の基本事

項 

１・２（略） 

３ サービス等利用計画案の提出 

市町村は、障害福祉サービスの申請若しくは変更の申請に係る障害者若しく

は障害児の保護者又は地域相談支援の申請に係る障害者に対し、指定特定相談

支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める。ただし、当該申

請者が、介護保険制度のサービスを利用する場合については、居宅サービス計

画又は介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成対象者となるため、障害福

祉サービス固有のものと認められる行動援護、同行援護、自立訓練（生活訓練）、

就労移行支援、就労継続支援等の利用を希望する場合であって、市町村がサー

ビス等利用計画案の作成が必要と認める場合に求めるものとする。 

市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、指定特定相

談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出する。 

なお、市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた申請者は、身近

な地域に指定特定相談支援事業者がない場合又は指定特定相談支援事業者以

外の者が作成するサービス等利用計画案の提出を希望する場合には、指定特定

相談支援事業者が作成する計画案に代えて当該事業者以外の者が作成するサ

ービス等利用計画案を提出できる。ただし、地域移行支援型ホーム（従前の地

域移行型ホームを含む。以下同じ。）における指定共同生活援助等の申請者に

係るサービス等利用計画案については、指定特定相談支援事業者（当該地域移

行支援型ホームと同一敷地内にある病院の開設者、管理者その他の関係者と特
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別な関係にないものに限る。）が作成したものに限る（既に指定特定相談支援

事業者以外の者が作成したサービス等利用計画を有する申請者については、当

該計画の有効期間内においてはこの限りでない。）。その際、市町村は、指定特

定相談支援事業者に対し、当該地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援

助等の利用とは別に、当該申請者が地域で生活することが可能となるような支

援策が考えられる場合にはそれを申請者に提示するように努め、必要な助言、

指導を行うこと。 

 

 

市町村は、これらのサービス等利用計画案の提出があった場合には、勘案事

項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給決定又は地域相談支援給付

決定を行う。 

なお、サービス等利用計画については、相談支援の提供体制を考慮する観点

から、平成 24 年度から段階的に対象を拡大し、平成 27 年３月末までに原則

としてすべての障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する障害者等を対

象とする取扱いとすることとしている。 

４・５（略）  

第五～第八（略） 

別な関係にないものに限る。）が作成したものに限る（既に指定特定相談支援

事業者以外の者が作成したサービス等利用計画を有する申請者については、当

該計画の有効期間内においてはこの限りでない。）。その際、市町村は、指定特

定相談支援事業者に対し、当該地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援

助等の利用とは別に、当該申請者が地域で生活することが可能となるような支

援策が考えられる場合にはそれを申請者に提示するように努め、必要な助言、

指導を行うこと。市町村は、これらのサービス等利用計画案の提出があった場

合には、勘案事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給決定又は地域

相談支援給付決定を行う。 

市町村は、これらのサービス等利用計画案の提出があった場合には、勘案事

項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給決定又は地域相談支援給付

決定を行う。 

なお、サービス等利用計画については、相談支援の提供体制を考慮する観点

から、平成 24 年度から段階的に対象を拡大し、平成 27 年３月末までに原則

としてすべての障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する障害者等を対

象とする取扱いとすることとしている。 

４・５（略）  

第五～第八（略） 


